
意思決定支援に関する指針 

 当院は、一般急性期病棟、地域包括ケア病棟を有しています。どの病棟に入院した際

にも治療の過程において、患者さまご本人およびご家族による医療・ケアにおける意思

決定が必要になってきます。当院では、厚生労働省からの「人生の最終段階における医

療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を参考にして意思決定支援に関する 

指針を策定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         令和６年 4 月１日 

意思決定支援取組委員会(ACP) 


